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■
　

被
害
程
度
に
応
じ
、災
害
援
護

資
金
を
貸
し
付
け
ま
す

災
害
に
よ
り
次
の
い
ず
れ

か
の
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯

主
❶
世
帯
主
が
負
傷
し
、そ
の
療

養
に
要
す
る
期
間
が
１
カ
月
以
上

の
場
合
❷
家
財
の
被
害
金
額
が
、

そ
の
家
財
価
格
の
お
お
む
ね
３
分

の
１
以
上
の
損
害
で
あ
る
場
合
❸

被
災
し
た
月
の
翌
月

か
ら
１
年
以
内令

和
２
年
１
月
31
日

（
金
）ま
で

利
用
者
負

担
額
減
免
申
請
書（
保
育
料
減
免

の
場
合
）、一
時
保
育
利
用
料
減

免
申
請
書（
一
時
保
育
利
用
料
減

免
の
場
合
）、罹
災
証
明
書（
写
し

可
）、印
鑑
、離
職
証
明
書
な
ど

最
寄
り
の
総
合

支
所
市
民
課
に
申
請
く
だ
さ
い

福
祉
事
務
所
子
育

て
支
援
課（
子
ど
も
保
育
係
）

罹
災
証
明
書
の
判
定
が
住
居
の
半

壊
ま
た
は
全
壊
で
あ
る
場
合
❹
住

居
全
体
が
滅
失
も
し
く
は
流
失
し

た
場
合

10
年（
据
え
置
き
期

間
３
年
、返
済
期
間
７
年
）

年
賦
、半
年
賦
、月
賦

の
い
ず
れ
か

▼
保
証
人
有
り
＝
無
利
子

▼
保
証
人
無
し
＝
年
１
・
５
％

災
害
援
護

資
金
借
入
申
込
書
、所
得
等
調
査

同
意
書
、罹
災
証
明
書

※
必
要
に
応
じ
て
診
断
書
な
ど
の

提
出
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

令
和
２
年
１
月
31
日

（
金
）

■
　

被
災
し
た
人
が
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
の
負
担
金

を
猶
予
し
ま
す

❶
罹
災
証
明
書
に
よ
り

全
壊
、大
規
模
半
壊
ま
た
は
半
壊

と
判
定
さ
れ
た
人
❷
主
た
る
生
計

維
持
者
が
死
亡
ま
た
は
重
篤
な
傷

病
を
負
っ
た
場
合
❸
主
た
る
生
計

維
持
者
が
行
方
不
明
の
場
合
❹
主

た
る
生
計
維
持
者
が
業
務
を
廃
止

ま
た
は
休
止
し
た
場
合
❺
主
た
る

生
計
維
持
者
が
失
職
し
、現
在
収

入
が
無
い
場
合

※
受
給
証
が
無
く
て
も
利
用
可
能

■
　

住
家
の
被
害
程
度
と
再
建
方
法

に
応
じ
、支
援
金
を
支
給
し
ま
す

❶
住
家
が
全
壊
、大
規

模
半
壊
し
た
世
帯
❷
半
壊
し
、や

む
を
得
ず
住
家
を
解
体
し
た
世
帯

対
象
者
に

通
知
し
ま
す
。支
給
額
、申
請
方
法

な
ど
、詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い

▼
福
祉
事
務
所
生
活
福
祉
課（
福

祉
総
務
係
・
障
害
福
祉
係
）
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▼
各
総
合
支
所
市
民
課

■
　

低
所
得
世
帯
や
障
が
い
者
、高

齢
者
が
同
居
す
る
世
帯
に
対
し
、

資
金
を
貸
し
付
け
ま
す

被
災
し
た
低
所
得
世

帯
、障
が
い
、高
齢
者
が
い
る
世
帯

で
、災
害
援
護
資
金
制
度
に
該
当

し
な
い
世
帯

※
自
動
車
の
水
没
な
ど
に
よ
る
修

理
、買
い
換
え
も
対
象
で
す

■
　

風
水
害
、地
震
な
ど
で
被
災
し

た
住
家
の
被
害
程
度
を
証
明
す
る

も
の
で
す
。全
壊
、大
規
模
半
壊
、

半
壊
、一
部
破
損
な
ど
の
区
分
で

被
害
の
程
度
を
証
明
し
ま
す

※
市
の
職
員
が
現
地
確
認
を
す
る

た
め
、期
間
を
要
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す

被
災
者
支
援
制
度
の
申

請
、損
害
保
険
の
請
求
な
ど

■
　

住
家
以
外
の
家
屋
や
土
地
、塀
、

門
扉
な
ど
の
付
帯
物
、備
品
、家

具
、動
産（
車
ほ
か
）な
ど
に
被
害

を
受
け
た
事
実
を
証
明
し
ま
す

す
。必
要
書
類
が
整
っ
て
い
れ
ば

即
日
交
付
可
能
で
す

損
害
保
険
の
請
求
、勤

務
先
へ
の
被
災
証
明
な
ど

■

罹
災
証
明
申
請

書
、罹
災
届
出
書被

災
証
明
願

被
害
が
分
か
る
写
真

※
各
証
明
書
の
発
行
申
請
書
、証

明
願
は
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
税
務
課

ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
課
で
配

布
し
て
い
ま
す

※
世
帯
員
以
外
が
申
請
す
る
場
合

は
委
任
状
が
必
要
で
す

税
務
課
ま
た
は
各
総

合
支
所
市
民
課

総
務
部
税
務
課

（
固
定
資
産
税
係
）
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２
２
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２
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被
害
状
況
に
よ
り
、被
害
を
受

け
た
物
件
の
税
額
の
う
ち
、固
定

資
産
税
４
期
分
を
減
免
し
ま
す
。

所
有
す
る
固
定
資
産

が
、次
の
よ
う
な
損
害
を
受
け
た

人
▼
土
地
＝
宅
地
、農
地
が
土
砂

の
堆
積
、流
出
、陥
没
な
ど
に
よ
り

土
地
本
来
の
効
用
を
果
た
せ
な
く

な
っ
た
と
き（
冠
水
の
み
の
場
合

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）▼
家
屋

＝
当
該
家
屋
が
半
壊
以
上
の
損
害

を
受
け
た
と
き
▼
償
却
資
産
＝
当

該
償
却
資
産
の
価
格
の
10
分
の
２

以
上
の
価
値
を
減
じ
た
と
き

※
申
請
に
は
罹
災
証
明
書
ま
た
は

被
災
証
明
書
が
必
要
で
す
。詳
細

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

総
務
部
税
務
課

（
固
定
資
産
税
係
）
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２
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２
２
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６
３

　

床
上
、床
下
浸
水
の
被
害
を
受

け
た
人
を
対
象
に
、家
屋
の
洗
浄

な
ど
の
た
め
、通
常
の
月
よ
り
多

く
使
用
し
た
水
量
に
つ
い
て
、使

用
料
金
を
減
免
し
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
、11
月
下
旬
に
減

免
申
請
の
通
知
を
送
付
し
ま
す
の

で
、手
続
き
く
だ
さ
い
。

※
減
免
の
対
象
な
ど
、不
明
な
点

は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
水
道
事
業
所
水
道
管
理
課（
業

務
係
）

☎
０
２
２
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５
２
）３
３
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１

▼
建
設
部
下
水
道
課（
事
業
管
理

係
）
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１
５
０
万
円

▼
保
証
人
有
り
＝
無
利
子

▼
保
証
人
無
し
＝
年
１
・
５
％

７
年
以
内（
据
え
置

き
期
間
は
貸
付
後
６
カ
月
以
内
）

罹
災
証
明

書
、被
災
証
明
書
、現
況
が
分
か
る

書
類
や
写
真
、見
積
書
な
ど

■
　

災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
、当

面
の
生
活
費
を
必
要
と
す
る
世
帯

に
対
し
、小
口
資
金
を
貸
し
付
け

す
る
制
度
で
す

被
害
を
受
け
た
人
で
、当

面
の
生
活
費
を
必
要
と
す
る
世
帯

※
連
帯
保
証
人
不
要

10
万
円（
特
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
20
万
円
）

無
利
子３

年
以
内（
据
え
置

き
期
間
は
貸
付
後
１
年
以
内
）

当
面
の
間

※
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

罹
災
証
明

書
、被
災
証
明
書
な
ど

■
　

低
所
得
世
帯
に
対
し
、無
利
子

で
資
金
を
貸
し
付
け
ま
す

低
所
得
者
で
、１
年
以

上
市
内
に
居
住
す
る
世
帯

※
連
帯
保
証
人
必
要

５
万
円

無
利
子
、無
担
保

１
年
以
内（
猶
予
期

間
２
カ
月
を
含
む
）

罹
災
証
明

書
、被
災
証
明
書
な
ど

▼
登
米
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
２
２
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２
１
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▼
各
登
米
市
社
会
福
祉
協
議
会
支

所
　

自
ら
の
住
居
に
居
住
で
き
な
い

人
に
２
年
間
ま
で
応
急
仮
設
住
宅

を
提
供
し
ま
す

罹
災
証
明
書
で
全
壊
、大

規
模
半
壊
、半
壊
の
判
定
を
受
け

た
人
で
、住
居
に
居
住
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
人

※
住
宅
の
応
急
修
理
制
度
と
併
用

は
で
き
ま
せ
ん

※
光
熱
水
費
、駐
車
場
代
は
入
居

者
負
担
で
す

■
　

被
災
し
、自
ら
の
資
力
で
は
修

理
で
き
な
い
人
を
対
象
に
、一
定

の
範
囲
内
で
応
急
修
理
を
し
ま
す

罹
災
証
明
書
で
全
壊
、大

規
模
半
壊
、半
壊
、一
部
損
壊（
準

半
壊
）の
判
定
を
受
け
、住
宅
を
修

理
す
れ
ば
居
住
が
可
能
に
な
り
、

避
難
し
な
く
て
済
む
場
合
で
資
力

が
十
分
で
な
い
世
帯

※
応
急
仮
設
住
宅
制
度
と
併
用
は

で
き
ま
せ
ん

※
こ
の
支
援
制
度
は
、補
助
金
等
を

給
付
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

※
す
で
に
工
事
が
始
ま
っ
て
い
て

も
、支
払
い
ま
で
至
っ
て
い
な
い

場
合
は
対
象
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い

屋
根
、柱
、床
組
、外
壁
、

基
礎
、ド
ア
、窓
な
ど
の
開
口
部
、

上
下
水
道
、電
気
、ガ
ス
な
ど
の
配

管
、配
線
の
応
急
修
理

▼
半
壊
以
上
＝
59
万
５
千

円
▼
準
半
壊
＝
30
万
円

建
設
部
営
繕
課（
中

田
庁
舎
２
階
）へ
事
前
に
相
談
の

上
、備
え
付
け
の
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
載
し
、必
要
書
類（
罹
災

証
明
書
な
ど
）を
添
え
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い

建
設
部
営
繕
課

（
営
繕
係
）

☎
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２
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４
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４
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市
内
の
半
壊
ま
た
は
床
上

浸
水
以
上
の
被
害
を
受
け
た
建
物

の
放
送
受
信
契
約

※
免
除
に
は「
放
送
受
信
料
免
除
申

請
書
」が
必
要
で
す
。配
布
方
法
な

ど
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

10
、11
月
分

仙
台
拠
点
放
送
局

営
業
推
進
部（
み
や
ぎ
営
業
）

☎
０
２
２（
２
１
１
）１
０
４
２


